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点検評価シートの見方

|
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施策の方向性 (1) 地域で支え合う仕組みづくり
取組み    1) 市民主題の支え合いの場の充実

施策タイトル

計画内容

①あいさつでつながる地域づくり
あいさつを交わすことにより、住民同等がつながり合い声

ま 「第四次宜野湾市地域福祉計画日第四

次宣野湾市地域福祉活動計画」15ペー

ジの目標が記載されています。

取組状況

実績値
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課題等
ヤ｀ つ る
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課名 担当部署ごとに、令和 6年度
の取り組みを記載 しています。
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施策タイ B周知
とができるよう、社会福祉協議会と連携 し、必要な支援に努め
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ま
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え合い活動の支援を行つた。 (福祉総務課)
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課題等

地域福祉コーディネーターの知識や経験が深まり、立ち上げ当初より
も複雑多様な地域課題が集まるようになつており、福祉関係機関に繋
げる必要性の高い世帯が増えている(福祉総務課) 今後の方向性

今後も継続 して詢又り組んでいく。
務課 )
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施策タイトル

計画内容
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関・地域と
がある。 (福祉総務

取組状況

実績値

課題等

課名
福祉総務課 事業評価

(A― E)
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目標 1:みんなで支える地域共生社会づくり
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市 基本目標1みんなで支える地域共生社会づくり

施策の方向性 (1)

取組み    1)
地域で支え合う仕組みづくり

市民主題の支え合いの場の充実

施策タイトル

計画内容

①あいさつてつながる地域づくり
あいさつを交わすことにより、住民同等がつながり合い声をかけあう地域を目指して、
声かけ運動」の盤進に努めます。

「まちでニッコ,(*生
ハ
*〉ぁぃさつ

取組状況
毎月25日 に防災無線で広報を行 うほか、珂峨員向け周知や新採用職員研修でのまちエコバッジの案内を行つた。 (福祉総務課)

実績値
①lttl員ボータルでの周知12回 (福祉総務
課 )

⑫新採用職員研修での説明 1回く福祉総
務課)

③

課題等
あいさつ 。声掛けは継続 して長く
づくりを進めていく必要がある。

取り組み、地域の顔の見える関係
(福祉総務課 )

今後の方向性
今後も継続 して取り組んでいくく福祉総
務課 )

課名 福祉総務課
手来日平価
(A― E)

A

施紫タイトЛ

計圏内容

② f地域支え合い活環彦委員会」の取り組みの充実・周知
・各区の I地域支え合い活動委員会」が円滑に活動していくことができるよう、社会イ晨

=建

協艤会と,墓携 し、必要な文接に努
めます。
・市民に対し、地域支え合い活動委員会への参加促造を図るため、社会福祉協議会と連携 しLINEttSNSを 利用し周無活動を行
与 孝ヽ 孝

取組状況
市社会福祉協議会へ地域福祉コーデイネーターを自己置するための、地頼禍祉ネットワーク事業を委託 し、各目治会区_こ とで
の支え合い活動の支援を行つた。 (福祉総務課〉

実績値
①地域福祉コーデイネーター配置 (福祉
総務課)

② ⑨

課題等

―ターの
が集

知識や経験
まるように

が深まり、立ち上げ当初よ
なつており、福祉関係機関
(福祉総務課)

り
|こ ヤ が増えているる必要性の 今後の方向性

今後も継続 して以り丼どんでいく。 (福祉
総務課 )

課名
福祉総務課 手葉評価

(A― E)
A

施策タイトれ

計囲内容

③地域支え合い活動の課題解決に向けた取り組み

地域支え合い活動委員会の活動から挙がる地域課題について、社協の地域福祉コーディネーターと連携し行政各課や関係機
関を解決に向けた協議や調整を行います。

取組状況
毎月、社協地域福祉 コーデイネータータご例会に福社総務課 lttt員 も出席 し、地頚課題の共石に努めている。 (機 41r_総務課 )

実績値
∪コーテイネーダー妊

~例
会参刀日(偶不止裕

務課)
② (3づ

課題等

地域支え合い活動委員会で挙がつてきた課題等を、地域・社協・行
政が集まり個別に対応する仕組みづくりが必要 (福祉総務課)

今後の方向性

R7年度からは市直営の地域福祉コーデイ
ネーターを廃上し、包括的支援推進員が
配置されているため、包括的な支援体制
づくりを行政・社協・関係機関・地域と
ともに進めていく必要がある。 (福祉総
務課 )

課名
福祉総務課 亭葉評価

(A― Eう
A

1



市 基本目標1みんなで支える地域共生社会づくり

施策タイト′L

計画内容

④生活支援体制整備の事業の推進

,第一層協議体として、高齢奢を中心とする地域課題に対し、地域の連続体制・生活支援体制の整備に努めますと

取組状況

譲fび〒雅r堅辱支
協
藍管堡禁η環畳〉ヒ霧騒 攘写霙麗C籍裂霙署姦議警好薇8「率涌行1看牽震盈

県の地域づくり市町村支援メニューを活用し、アドバイザー浙

基単癌寒み儒種慾監ぁ哲響ごEtF奪霜客髯盛f路薦管傘震七ヨ警晨惨豊毯骨魯懲摯骨目機景与与与之|き書そミ掻豊旱娯校区)、 令和 6年度は、上大謝名区と新城区で協議体を開催と
立ち上がっている。 (介護長寿課)
。通いの場について、社会福祉協議会と地域包括支援センターで連携し運営支援を実施。自走できる通いの場をめざし、生

活支援コーディネーターが主導して地域包括支援センターとの話し合いを行つている。 (介護長寿課)

実績値

①協議体の実施 ;上大謗1名 口治会 (嘉敷
中校区)/新城区自治会 (普天間中校
区)
(介諮長寿謀 )

② ③

課題等

自治会加入者以外の高齢者についても実態把握が必要だが、通いの

場も居場所も主に自治会が拠点となつているため、自治会未加入者
の把握が難しい。どのように把握するか、手法も含めた検討が必
要。 (介護長寿課) 今後の方向性

今後も、各地域での第 2層協議体の実施
や「お宝講座」を通して、住民同との助
け合いの体制づくりの促進や、多様な
サービスづくりに向け地域の把握と地域
資源の見える化に取り組む。 (介護長寿
課)

課名
介護長寿曾課 事業評価

てA― EⅢ
A

計画内容

施策タイト,1

・地域福祉サー
・第 2層協畿体
選普を行つてい
とができるよう
。第 2層協議体
ていきます。

⑤中学校区での相談支援包橋化推進会議 (仮称)の設置検討

ビスや住民副との集いの場、地域ユーズ等のと臨
'成

資源の犯擬・充実・

(中学校区圏域)については、地域実情や地域状況に応じた活動展開
きます。なお、高齢者以外の幅広い対象者への支援等、地域の抱える
ヽ
(写撃畠奎麓継″硲星籍製凝香Lttη崇

=歩

_を配置し、コーディネ

開発を行しヽます。    i
を図り、住民主体を基本とする協議体
多様な課題への対応を検討していくこ

―卜機能の役密llを暴たしながら1性進し

取組状況

。新型コロナウイテレス感染症の影響もあり、協議体の実施が中断していたが、令和 5午贋より、それまでの中学板区単位か

農法1上集暴垢&詈森泉浅禽暮奨高写経藍律露鋳贔課魃畠通1嘉基色iこ寃訳尋億「 置謀懇称甕厭赫支
嘉
簑腐簿騒嘉

ヽ
「寡霧患行

たくまちやぐわ～」が立ち上がっている。
令和 5年度から上大謝名区で実力値の協議体については、高齢者だけでなく地域住民に対する見守りとフードロスの課題に向
けて話し合いを続けており、交流イベント「うえおおじやなキッチン」を実施した。 (介護長寿課)
・福祉総務課が開催する庁内会議等へ出席し関係課との意見交換を行つた。 (保護課)
・「包括的な支援体制づくりに向けた検討委員会」検討委員会・作業部会を「生活困窮者自立支援関係者連絡会議」と合同

開催行い、庁内各課へ包括的な支援体制づくりの理解促進に努めた。 (福祉総務君果)

実績値

①協議体の実施 ;上大謝ぞ■目治会 (嘉数
中校区)/新城区自治会 (普天間中校
区)(介護長寿課)

② 「包橋的な支援体制づくりに向けた検
討委員会」検討委員会・作業部会を「生
活困窮者自立支援関係者連絡会議」と合
同開催 (福祉総務課)

(3つ

課題等

・生活支援体制整備事業における第2層協議体については、現在日
治会単位で実施しながらテーマに合わせてそれよりも大きな単位で
の実施していくことを検討しているため、中学校区での相談支援包
括化推進会議を第 2層協議体で行うかについては、今後検討が必要
と考える。また、第 2層協議体で取り扱うテーマについても、主に
高齢者の抱える課題について抽出されることが多いため、幅広い対
象者への支援を検討するとした場合、どのように協議体を実施して
いくか、再度整理が必要になるかと考えられる。 (介護長寿課)
。職を求めるひとり親は多いと思われるが事業につながる件数が少
ない。 (児童家庭課)

今後の方向性

・今後も、各地域での第 2層協議体の実
施や「お宝講座」を通して、住民同との

助け合いの体制づくりの促進や、多様な
サービスづくりに向け地域の把握と地域
資源の見える化に取り組む (介護長'
課 )                                               _____

・引き続き、研修や庁内会議への出席を
通し体制の整備に努める(保護課)
,包括的支援体制推進員を会計年度 1名
配置し体制づくりに取り組む(福祉総務
課)

課名
福祉推進部各課、健康推進部各課 事業評価

(A～ E)
B
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市 基本目標1みんなで支える地域共生社会づくり

基本 目標  1 みんなで支える地域共生社会づ くり
施策の方向性 (1)地域で支え合う仕組みづくり

取組み 2)地 域福祉コーディネーターの活動の充実

施策タイ トル

計画内容

①地域福祉コーディネーターの配置と活動の充実

・行政内へ地域福祉ヨーディネーターを配置し、地域福祉計画事業の進行管理や、社会福祉協議会に配選されている力也域福
祉コーディネーターとの連携を密にし、課題の共有化及び解決に向けた編整を図ります。
・社会橋社協議会と連携し、地域福祉コーディネーターを中心に、前述した「相談支援色括化推進会議 (仮称)」 の運営 ,
コーディネートを行う事務局としての役割を持ち、体制や活動内容の充実強化を検討していきます。

取組状況
FF社会福祉協議会へ地域福祉コーディネーターを4名駆置した。行政内の地域福祉〕―ディネーターは未配置。社協の地域
福祉コーディネーターとの情報共有については、福祉総務課職員が出席し、情報共有を行つた。 (福祉総務課)

実績値
∪コーテイネーター定例会への出席 く福
祉総務課)

⑫ ⑨

課題等

社協地域福祉コーディネーターは精力的に活動しており、知識経験
が蓄積されている。地域ニーズが多様化していることに応じて適切
に行政と社協が連携出来るよう、行政は関係機関等と連携を深める
必要がある。 (福祉総務課)

今後の方向性

色猫的な貢撲杯劇づくりをより確進する
ため、専門員を配置し、体制づくり行
う。 (福祉総務課〉

課名
福祉総務課 手葉岳平価

(A― E)
B

施策タイト′L

計画肉暮

②地域福祉ヨーディネーターの資質向上

・地域福祉コーディネーターのスキルアップを図るため、コミュニティンーシャルワークに関する技術舗や技術実習等、資質向上に資する
各種研修への参加促進を図ります。

取組状況
下社協の地域福祉コーデイネーターにおいては、ひきこもり連絡協議会やフアシツテーター4升修などに参刀Hし、零FH職としての資質向上に
努めている。行政内の地域福祉コーディネーター未配置。(福祉総務課)

実績値
∪顧往協地頼福祉コーテイネーターの布ォ
修会参加8回 (福祉総務課 )

(2)福 祉事務 P方れオ修会の開 1葎 :lI口J t3)

課題等

行政内の地域福祉 コーデ ィネーターは未配置 (福祉総務課 )

今後の方向性

包括的支援体制を推進するため、社協地
域福祉コーディネーターや行政内専門職
の資質向上を図る (福祉総務課)

課名
福祉総務課 甲菜評価

(A― E)
B

施策タイト′L

計回内容

③保a農師の配置

オ色
'成

づくり活動等を通し、地域の医療・保健に関する課題への対応を図るため、社会福祉協議会への保健師の配置を継続します。

取組状況

国犀補功等r占用し、T上冴」の保健口中山亡直を継続した。栗除に曹じ置されている磁赫においては、地頼櫂T止コーティイヽ―ダーの訂間に同行し
ての対象者の体調確認など行つた。社協が関わつている対象者は健康状態に不安を感じている方も多いため、支援のきつかけや関係機
関との連携づくりにも役割を発揮している。(福祉総務課)

実績値 ∪往協へ保健帥をと名配直く禍祉総務課
'

② ⑫

操題等

社協保健師の訪聞実績や取り組み等を、地域にも見える化していく必要が
ある。(福祉総務課) 今後の方向性

配置を継続し、市民の健康管理をきつかけに
福祉的支援につなげていく手法を今後も継
続していただく。(福祉総務課)

課 名 福祉総務課 畢 栗計 1山
r▲～「
、 A
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市 基本目標1みんなで支える地域共生社会づくり

施策の方向性 (2)地 域活動の活性化支援

取組み    1)自 治会・福祉団体等の活性化

施策タイ ト′i

計画内容

①自治会加入の提逃

・白治会加入促進強化事業を継漁たし、自治会加入提進強化月間における市内パレードをはじめ、自治会活動紹介のパネル展
開催、庁舎ロピーでの自治会舟韓掲示等の各種取り組みを行います。
・白治会加入パンフレットや地域応援ステッカーの制作・配布を継続します。
・沖縄国際大学との共同研究により策定した『自治会の活性化に自けた提奮書1に基づき、「組織還曽の強化」 r働謗活動
の強化J「劇知活嬌との強化」「子育て支援の強化」「自治会活動の担い手確保の強化」に取り組みます。

取組状況

毎年6月 に行つている自治会加入促進強化月間における市内パレードについては、悪天候で中止の年もあつたため、令和6

年度からパレードに代えて団結式及び自治会別のチランを作成し戸別訪間の機会の創出と、自治会活動紹介パネル展を実施
した。令和4年度から取り組んでいる自治会加入促進モデル事業については、令和 6年度は愛知区をモデルとし、新年の餅
つき体験・ミニゲームを合わせたイベントを実施し、参加者に自治会活動の周知や加入を呼びかけた。 (市民協l動課)

実績値

①愛知区と協働で、新年 1月 4日 に開催
し、30名が参加し、その際に自治会加入
を呼びかけた。 (市民協働課)

② ③

課題等

イベント周知の期間が短かったため
企画立案を進める(市民協働課)

自治会側 ともう少 し早くから

今後の方向性

引き続き地道に取 り組む く耳1氏騒 F剪課 )

課名 B

動への参加のきつかけづくり

,中央公民館や自治会、老人福祉センター等の文化講座やレク活動等を通じた交流を促進し、地域活動へつなげていく仕組
づ

施策タイトル

計回内容

取組状況
・高齢者の健康づくり、生きがいづくりの場である赤道及び伊利原老人福祉センターにて、教委語歴や各種サークルを要
施。 (介護長寿課)

実績値

①老人福祉センター登録サークル数 (赤
遭43・ 伊利原41、 R5年度末時点)(介護
長寿課)

②老人福祉センター教養働群歴数 (赤逼
2・ 伊利原 6、 R5年度末時点)(介護長
寿課 )

⑨

課題等

地域の活動の場と老人福祉センターの運携、老人福祉センダーの 箋ヽ
能拡充や施設の限りある駐車場問題を解決するため、市内の移動手
段について検討していく必要がある。 (介護長寿課) 今後の方向性

実施している各種講座やサークル活動を
はじめ、高齢者の健康と生きがい活動、
さらに交流活動の拠点である各老人福祉
センターの充実と利用促進に努める(介
護長寿課)

課名
生涯学習課、介護長寿

'ど
黒 畢 栗 訃 lm

r▲ _Eヽ B

施策タイ ト′と

計画内容

③福祉団体や各種地域資源の交流・違協支援

・市内の福社亀団体と福祉施設、事業所、NPO、 市民国体、ポランティア厨体等の把握に努めるとともに、相互交流・連携
を促進じ活動の活性化を図ります。

取組状況

助成した(市民協働課)実績値

課題等
地域づくりという枠ではなく、起薬のための資金として当事栗に応
募する団体が一定数いる(市民協働課) 今後の方向性

引き続き、地域づくり推進事業を継統
し、市内団体等の活動支援、育成に取り
k、日ノェナいr市辞十森樹譲)

課 名
市民協働ヨ課 子 栗 再半1ロ

rA～ Fゝ A

施策タイト′l

計画内容

④組祉振興基金事業の継続及び柔軟な運用等の検討

・宜野湾市福祉振興基金事業を継続し、福祉振興基金の効果的活用に向け、柔軟な運用の在り方検討します。また、新な財
源の確保等に向けた検討に努めます。

取組状況
令和 6年度は19団体へ補助を行い、地域福祉活動を行 う団体の支援を行つた。

突縦値
①申請団体数 :19団体 ⑫ ③

課題等
福祉振興基金補助事業は基金全て活用終えた際に終了する予定。

今後の方向性
R6年度 と同様にR7年度 も継続 してい く。

課名 福祉総務昔課 畢 栗酔 1山
r▲～ Fヽ

A
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市 基本目標1みんなで支える地域共生社会づくり

施策の方向性 (2) 地域活動の活性化支援

取組み 2)地 域での層場所・活動の場の充実

施策タイト 民の交流・活動の場の充奥

計国内容

・白治会でのミニデイ (あ しび村や―デイサービス)や通いの場、老人福祉センター、児童健全育成巡回事業 (じゃんけん
ぽん)、 保育所での地域子育て支援拠点事業といつた各種事業をはじめ、児童センターや学校での放課後子ども数室等、市
民に身近な公共施設や民畢尋鷺設で行われている支え合いの取り組みや各種交流事業について、内容の充実に努め、市民への
周知や参加促進を図ります。

取組状況

・令和 7年 3月 現在の通いの場 く住民主体の長寿体操サークル)は 14かF方、厨齢者の居場所は 1か弥となつている。通いの
場の立ち上げ等支援助成、居場所の立ち上げ補助は継統しており、継続 し通いの場の増、居場所の開拓に取組む (介護長寿
課 )
。生きがい対応型デイサービスについては、令和 6年度から地域ボランティアによる送迎が可能となるように予算措置を
行つた。令和 6年度末時点で、送迎を実施している自治会は17箇所 (介護長寿課 )
。障がい者と市民の交流・活動の場として地域活動支援センターが活用されることにより地域活性化や障がい者理解に貢献
した (障がい福祉全課)

実績値
①追いの場14か Ptt υド護長寿萬男ミ) ②居場所 とか所 (介護長寿課 ) ③生きがい対応型デイサービス24か所

(介護長寿課)

課題等

・通いの場は公民館以外の場所の開拓が進んでいない。居場所は場
所の確保が困難 (介護長寿課 )
・参加者の高齢化、身体機能の低下等で活動の場を支え見守る人員
が必要だが不足している。 (弁護長寿課 )
。地域活動支援センターの役割やその機能を周知していく必要があ
る (障がい福祉課)

今後の方向性

・追いの場、活場所の立ち上げに
て、行政、包括、社協の三者で情
や調整する機会を継続し役割分担
理。通いの場、居場所を増やす。
長寿課 )
。今後も地域活動支援センターを継続 し
ていく(「童がい縞ネと君果)

うヤ`

報共有
を整
(介護

課名
こども政策課、子育て支援課、介護長寿課、障がい福祉課、生涯写
習誤

手栗辞 1面
rA～ [) B

施策タイ ト′ι

計画内容

②ひきこもりがちな市農等が社会とつながり・交流できる場の確保・売奥

・既存の居場所の対象者の範囲の拡大や、交流の促進等により、これまで霧場所へ足を運ばなかつた市民も参加しやすい地
域の居場所等の整備や、その参加を提す仕組みを検討します。

取組状況

・令和 7年 3月 現在の通いの場 (住民主体の長寿体操サークル)は 14か所、高齢者の居場P方は 1か P方 となつている。通いの
場の立ち上げ等支援助成、居場所の立ち上げ補助は継続しており、継続 し通いの場の増、居場所の開拓に取組む。 (介護長
寿課 )
・生きがい対応型デイサービスについては、令和 6年度から地域ボランティアによる送迎が可能となるように予算措置を
行つた。令和 6年度末時点で、送迎を実施 している自治会は17箇所。 (介護長寿課 )
。高齢者の健康づくり、生きがいづくりの場である赤道及び伊利原老人福祉センターにて、教養講座や各種サークルを実
施。 (介護長寿課)
・地域において障がい者等が自立生活や社会生活が営むことができるよう地域の居場所として地域活動支援センターがその

機能と役割を担っている。 (障がい福祉課 )
。ひきこもり支援において、居場所のひとつとなれるよう若者サポー トステーションと連携し、ステーションヘのつなぎや
ノ ベ /`К へ の 宏 れRテおガの 守 擢 歩 待 ン再′‐r麺角r然落 課 Ⅲ

実績値
①老人福祉センター登録サークル数 (赤
道43・ 伊利原41、 R5年度末時点)(介護
岳寿謀 )

②老人福祉センター教養講歴数 く/赤這
2,伊利原 6、 R5年度末時点)(介護長
率繰Ⅲ

応 型 デ イ サ ー ビ ス 24か月)T

課題等

。通いの場は公民館以外の場所の開拓が進んでいない。居場所は場・

所の確保が困難。 (介護長寿課)
・参加者の高齢化、身体機能の低下等で活動の場を支え見守る人員
が必要だが不足している。 (介護長寿課)
・地域活動支援センターの役割やその機能を周知していく必要があ
る。 (障がい福社課〉
・ひきこもり相談を専門で受ける相談員の育成や、関係部署や関係
機関への周知方法、連携体制の構築等、これから取り組むべき課題
は多い(福祉総務課)

今後の方向性

生きがい対応型デイサービスについて
は、送迎費用を継続して予算措置する。
地域包括支援センターから地域の居場所
へつながるよう案内を継続する。 (介護
長寿課 )
。今後も継続 していく。 (障がい福祉課 )
・専任職員を配置し、周知、啓発及び対
象者の発見と個別相談対応や窓口周知の
強化を図る。 (福祉総務課 )

課名
福祉総務課、介護長寿課、匹軍がい福祉課、九重粟庭課、イ呆護課 事業評価

(A～ E)
B

施策タイ ト川

計画内容

③『交流施設」の整備に向けた取り組みの推進

・老朽化した現社会福祉センターに代わり、福祉・ポランティア団体の活動拠点になるよう、真栄原地区において予定して
いる “交流施設"の整備に向け、関係機8尊 との調整や設計 ,整備を進めていきます。

取組状況
・関係部署合同会議で具体的な案を共有し、実施設計に向け取り組んだ。 (健康増,饉課)
・関係部署会議に参加する等し、基本設計案への要望や今後についての進捗を確認した。 (福祉総務課・障がい福祉課)

実績値
①関係部署調整会議 (福祉総務課・暉が
い福祉雪課)

②他市施設視察 (障がい福祉課) ③基本設計案への要望 (福祉総務課・障
がい福祉課)

課題等

・地域活動支援センター等市の委託事業や児重発達支按センター入
居に伴 う手法について (障がい福祉課 ) 今後の方向性

。第7翔障がい福祉計画及び第3翔障がい
児福祉計画の日標達成に向け取り組む
(障がい福社課 )

課名
福祉総務課、健康増進課、こども政策課、 l【軍がい福祉再果、企凹映烈
課

事業評価
(A～ E)

B
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市 基本目標1みんなで支える地域共生社会づくり

施策の方向性 (3)地 域で取り組む防犯 '防災対策の充実

取組み 1)防犯・防災対策を通した地域づくりの推進

施策タイトA

計園内容

①地域ぐるみの防犯機齊の推進

・安全 4安心な学校・ 地域づくりのため、学校や児童生徒、自治会、関係機関等の協力により、危険箇所の把握や改善に努
めます。また、新入学・入園児童を対象とした防犯敏室の開鱚等、防犯啓蒙活動を実施します。       |
・ r地域主体の安全なまちづくリモデル事業 (ちゅらさん運動関連勁成事業)」 を活用し、地域や関係機関と連携し、防犯
パトロールヘの支援や防犯歎蕪の案飽、登下校時の見守り活動により、犯罪防止・防犯意識を高めます。    |

取組状況

亘野浴管祭署・狂野浴″巴睦防つと協会と違務 し、小宇秋材ハ7鉦ヾザTA、 叡‖受員、日綸会等を対緊にИつと稼憂・ l万つL語語を
実施した。また、「通学路合同安全点検」やちゆらさん運動における「公共施設の防犯・安全点検」において、危険個所の
把握や改善に努めた。さらに、 7自 治会を地域安全モデル地区に指定し取り組んでいただくことで、安全で住みよい地域社
会の実現に寄与することができた。 (生活安全課)

実績値

①防犯教室実施小学校 :10/10校 (生活安
全課 )

⑫通宰路含口安全点検への参刀口
校 (生活安全課)

9/9 ③地坂安全モデル 1巴区の取租状況 :7/
7自 治会 (生活安全課 )

(4つ通学房各合同安全点検への参力ll i 9被
(指導課 )

課題等
防犯面に係る学校内外の課題が多く、地域や他機関との連携が必要
(指導課 ) 今後の方向性

今後も継続 して嶽組んでいくく生活安全
課 。指導課)

A課名
生活安全課・指導課

事業評価
(A～ E)

施策タイト′l

計画内容

②地域や子ども違への防災執有の推進

・地域への防災講話や、自主防災組織の活動支援を行います。
・↓臨域で起こりやすい災書を知り、自ら危険を回選する行動ができるよう、児逮生徒を対象とした防災教育を行います。

取組状況
日王 l'ノ,災穫滞魔へ地頚

'万
災ツーダー委属語l攣_ヾИ災語摂織の薬而及び釈急 。¥肖 lフアフエアでの防災フースの出展等、地頼への意

識啓発活動や地域防災力の向上のための自主防災組織への支援を実施。 (防災危機管理室)

実績値
∪″巴頼防災ツーダ貨語者叡
危機管理室)

41名 (I万災 ⑫防災議辰会を築万ほ 28名 参刀口(1万災危
機管理室)

⑨狭急・消匹ノウフエアでの防災ブース出展
(防災危機管理室)

課題等
教育機関との運携を図り防災教育への取り組みの推進 (防災危機管理
室) 今後の方向性

今後も継続して計画内容を実施する(防
災危機管理室)

課名
Y侍 I力本部管 I`ノJ課、 ll万災危機営裂璽、楯導課 事業吾平価

(A～ E)
C

計画内容

施策タイト′L ③宜野湾市地域防災計画の推進

・市民に対して宜野湾市地域防災静厨やハザードマップ、避難場所等の周知を図るとともに、災審情報を伝達するネット
ワークの構築を図ります。|                                :
・津波一時避難どルの手留定拡充や市民に対する周知を図ります。              i
・災害に備え、避難所の運営について地域住民とともに選暫体制の構築に向けた検討に努めます。

取細状況

・市調貫で ,テ災符祭を獨載し,鰻難場P方等の周知を凶つた。また、地坂住民や雨在学、在動者向けに避興I電所運営勃i練を栗施し
た。 (防災危機管理室)
・暴風等の発生時、可能な範囲で事前に避難方法等について確認を行い、避難が困難または避難が必要な生活保護受給者世
帯に対し、避難所の利用の助言を行つた(保護課)
・台風接近時に、検討推進部や福祉推進部各課とともに自主避難所の開設・運営にあたっている(保護課)
。庁内関係課や外部機関と地域防災に関する意見交換を行つた。 (障がい福祉課)

実績値
①市報への防災特集の掲載 (防災危機管
理室)

⑫市内小学校での避難所運営訓練実施
(防災危機管理室)

⑨

課題等

・群涙一時遥難ビル悟だ雑連や防災情報伝達方法の多重化 (防災危機
管理室)
・災密時の体制整備の構築 (障がい福祉課)
・福祉避難所設置の

‐
調整 (福祉総務課) 今後の方向性

・今後も継続して計画内容を実施 (防災
危機管理室)
。避難が必要な保護世帯の把握や声掛け
を行 う(保護課 )
。今後も継続していく(障がい福祉課 )

課名
防災危機管理室、避難所運営関係課

事業評価
(A～ E)

C
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市 基本目標1みんなで支える地域共生社会づくり

施策の方向性 (3) 地域で取り組む防犯・防災対策の充実
取組み 2)避難行動要支援者に対する支援の充実

麓漿タイト,i

計盛白審

①盤難行動要主観書の避難支援棒観0売察

について 密
し

粛知に努め、道盤更新を囲ります。また,宜野湾
めて す。

み繋桑患議撃蚕撃芦
毎機関で名嫁籍線の共有

とと ネ ツ フータ
します。

取組状況
幕平反被雷が想定される西輝岸地域の対象者に名簿共有の同意書・個別避難計画書を送付し、制度の周矩雫面別麗難訂面棄て

~
の促進について取り組んだ。 (福祉総務課)

実績値
(1)伊佐・真志喜・大山・宇地泊区へ343
件勧奨通知を発送。 (福祉総務課)

⑫勧共 ,臨知の結果74名 の方から、同意確
認の返信を受理 (福祉総務課 )

③

課題等
1回別避難計画イ乍成当時と状況が変わつている方について、情報の更
新が必要。 (福祉総務課 ) 今後の方向性

勧笑通知本発送ユL域への制度案内、情報
更新の案内通知等の検討 (福祉総務課)

課名
禍祉 総務課、 l事′υ`い 7岳不止課、クド護長寿課

事業評価
(A～ E)

C

施策タイトテi

計画内容

②避難行動要支援者に対する日常的な見守り支援体制の充実

`災書時の選難支援や安否確認に備える
域の関係者経零 (社会福祉協議会、民生委
の支援体制の構築に努めます。

ため
員、
、本人の同意穂岳承のもと、「避難行動要支援者名簿」の登録者情報
地域包橋支援センター、自治会、自主防災組織等)で共有化を固り

について地
、 日頃から

取組状況

・Υ肖防、警纂、社協、他7自治会へ名簿の共有を行つた。また、市身体障害者福祉協会など関係団体の範顧蔭てて詞腰副覇
~

を行つた(福祉総務課)

実績値
①相
"、

警祭、社 l協、他 7自治会への名
簿の共有 (福祉総務課 )

⑫ヌ 1不 1革警曹緞不止協会の勉け雲会 にて制度

説明 (福祉総務課)
⑨地域更え合い活動委員会での制度説明
(福祉総務課)

課題等

地域で既に取り組んでいる見守りと、避難行動要支援者の制度をど
う繋げていくか、地域支え合い委員会等と話し合いが必要。大まか
な説明では伝わらない部分があつたので、地区ごとに個別に話し合
いが必要 (福祉総務課)

今後の方向性

名癬受傾団体と共に、対象者への案内や
見守り訪間の具体策を検討していく(福
祉総務課)

課名
福祉総務課
(障がい福祉課、介護長寿課 )

事業評価
(A～ E)

C

施策タイ ト′L

計画内容

③福祉避難所の体制整備

・公的施設以外の福祉避難所の確保に向けて、民間福祉施設 '事業所等との協定締結を働きかけます。
・災害発生時に市内の福祉避難所が速切に機能することができるよう、必要に応じた人員や機材の確保に向けて、関係機関
と体制構築に努めます。

取組状況
令和 5年反口寺点で協だ締結 している高齢者施設 3カ謝にカロえ、障害

~者
施設へ福祉避難所について説明し協定締結の協力漂質い

を行つた (福社総務課 )

実績値
∪ ll革晉者施設への体積 1か西 (福祉総務
課 )

⑫ ③

課題等
費用負担や耶院員配置など、協議を進める必要がある。 (福祉総務課 )

今後の方向性
け|き続き、ll軍雷者施設等への十衣頼を行つ
ていく(福祉総務課)

課 名
偶千止総務課
(障がい福祉課、介護長寿課 )

事業評価
(A～ E)

C

7



市 基本目標1みんなで支える地域共生社会づくり

施策の方向性 (4)生活困窮着自立支援対策の推進

取組み 1)生活困薦者の自立提進や住晨の確保に向けた支援

施策タイトれ

計国内容

①自立相散支援事業の案施

。経済的な問題などで生活に不安のある人に対し、本人の意向等を
p査まえた支援プランを作成し、就労支緩や各種制度の活

用など、必要なサービスの提供を儀緒的に行います。
・市‡晨や市ホームページ等で発信している精韓をキャンチできない世帯についても支援制度の情報等が行き屈くよう、社務

や地域等と連携しながら周知方法を検討していきます。

取組状況

~標
ア頑狂再課顧万砲克死互語函覇看て焉して、その課題解決へ包橋的で迅速なかかわりにより、自立を目指す更候を行つ

ている。本市は自立相談支援機関を直営で運営しており、生活保護担当課や関係部署等との連携や情報共有が図りやすく、

迅速な対応に繋がつている(福祉総務課)

実績値
③新規相談件数 :465件 (福祉総務課) ②支援プラン作成件数 :66件 (福祉総務

課)
③

課題等

新型歳ロナウイルス感染症の収束したが、前年度より相談件数は

増加している。複合的な課題を抱える相談や住居探しに関する相談
なども多く見受けられているため、引き統き、課題解決に向けて、
関係部署と連携が必要となつている(福祉総務課) 今後の方向性

めには、早い段階で相談をしてもらうこ
とが重要なため、包緒的相談の体制構築
と併せて、各相談窓口との連携の工夫を
していきたい(福祉総務課)

A課名
福祉総務課 事業評価

(A～ E)

純策タイ トル

計画内容

②住居確保給付金の支給

`離職等により住居を失い、または失うおそれのある人に対し、就職に向けた活動をすることなどを条件に、期限付きで家
賃相当額を給付します。
。新型コロナタイルス感染症流行による解雇や収入減少が社会R轟題となる中、家賃等に困窮する世帯が増加傾向にあるた

め、生活保醸制度を利用して住宅扶助を受織できることや、生活困窮者自立支援制度の住宅確保給付金に関する情報につい

て、分かりやすい周知に努めます。

取組状況

―

や配布用しおりにて、事業周知に努めた。令和5年度に新型コロナウイルス感染圧獅行が収東したこともあ

り、申請件数は減少してきたが、ハローワークと連携した就労支援や自立に向けた支援を丁寧に行つた(福祉総務課)

実績値
①型1用世岩子:35世帯 (福祉総務課) ②支給月 (延べ):108月 (禍 4よほ総務課 ) ③支給額 :3,779,800円 (福祉総務課 )

課題等

住居確保給付金支給後、就労定着できずに再度相談につながるこ
の強化が必要 (福祉総務とも少なくない。就労前支援、定着支援など

課)
今後の方向性

引き続き、市ホームペー
業周知を図るほか、利用
早期の就労自立を目指し
いきたい(福祉総務課)

ジや
世帯
支援

市報等で事
については
を強化 して

A課名
的 事業評価

(A～ E)
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市 基本目標1みんなで支える地域共生社会づくり

施策の方向強 (4)生活困窮箸自立支援対策の推造

取組み 2)生産に対する支援の実施

施策タイト,と

計画内容

①一時生活支援事業の実施

。一定の住居を持たないなどの不安定な居住形態にある人に対し、一時的に宿泊場所や衣食の提供を行います。

取組状況

↑不冒6牛度は、琢顔関併、のイヽ不「l、「摂珂研lに よる1王居畏矢、早
上伍Y吉有等への文酸を行つた。対祭有は、すべて畢身者であつ

た。事業利用開始後は、就労自立に向けた支援プランを作成 し、ハローワーク等と連携しながら就労支援や居住先確保に向
けた支援を実施した。また、通一度は、生活状況の確認を行いながら、買い物に同行し食料支援 (事業費で賄う)を実施し
た。 (福祉総務課 )

実績値
①利用世帯 15世帯 (福祉総務課 ) ⑫支援月数 :13月 (福祉総務課 ) ③支給額 :923,420円 (福祉総務課 )

操題等

即日利用できる爾易循狛場所が限られており、一時的な居P方殊 し
に毎回苦慮している。様々な世帯の状況に対応できる宿泊場所の確
保が依然として課題である。終結に向けての住居探しが難しい (一
時生活先の物件に貸貸契約をして、継続的に居住する方もいる)(福
祉総務課 )

今後の方向性

宿泊場励のィ確保に向けて、市内や近隣
の簡易宿泊所等へ事業説明と協力依頼を
行う。
支援の部分においては、対象者の状況
に応じて、関係機関と連携しながら、住
まいの確保や就労自立に向けた丁寧な関
りを継続していく。 (福祉総務課)

課名
福祉総務課 事業評価

(A～ E)
A

施策タイト九

計国内容

②ハローワーク等との連携による離職支援の実施

・ハローワークやグンジョプセンターおきなわとの連携により、すぐに仕事に就くことが可能な人に対し、就職活翻Iを支援
していきます。

取組状況

・ハローワーク沖縄と運携 し、 9月 25日 に市内のホテル事業者 (4社)の説明会を要力伍し■1内下外の求耳競者を募り就労支援
を行つた (産業政策課 )
・ひとり 父 たは母からの就職・転触等の相談については、ハローワークとの間で実施している生活保護受給者等

げ、個々の希望する職種や勤務形態等に応じた就労支援に努めている(福祉総務課)
時にハローフーク臨時窓日 (パパ・ママお仕事応援キャンペーン)を設置し、就労支援を行つている現況届

・  「生

談のほか、
自立促進事業」を活用し、ハローワークと連携しながら支援を実施した。対象者との定期的な面
、就労後のモニタジングを通して就労定着に向けた支援に取り組んだ (福祉総務課)

実績値

①参加者18名 (産業政策課) ②就職者 3名 (産業政策課) ③ l生活保護受給者等就労目立促進事
業」利用実績
生活困窮世帯等 :34人 (30人就職)(福祉
総務課)

課題等

。年 1回の開催となつた。 2回開催を目標としたい (産業政策課 )
。職を求めるひとり親は多いと思われるが事業につながる件数が少
ない (児童家庭課)
・高齢者の相談が多く、相談者の身体状況と仕事とのマッチングが
難しい。就職後の定着に課題が残る対象者も少なくない (福祉総務
課 )

今後の方向性

・求人状況を確認し継続する(産業政策
課)
・案内方法等を二夫しながら今後も事業
を継続する(児童家庭課)
・求職活動への意欲喚起について、対象
者の意向を尊重しながら、ハローワーク
等の専門機関と連携し、丁寧に関わつて
いく(福祉総務課)

課名
福祉総務課、児童家庭課、産業政策課 事業評価

(A～ E)
B

施策タイトサL

計画内容

③ひとり親憲磁に対するat労等の支援

・ひとり親家庭の自立促逢に向け、児壼扶養手当現況届の際に制度の積極的な周如を行うとともに、資権取得支援等の歳i労
支援をはじめ、経済的支援、一時的な家庭生活支援を行います。

取組状況

`母子・父子目立文接員を配置し、ひとり親家庭の目立に必装な情報の提供及び孝目導を行うとともに、鞭薬能力の向上及び
求職活動に関する支援を行つている(児童家庭課)
・児童挟養手当の現況届についての通知の送付の際、自立支援教育訓練給付金や高等職業訓練等促進給付金についての案内
のチラシを同封している。また、児童扶養手当現況屈期間は、ハローワークが相談ブースを設け具体的な求人の情報提供を
行っている(児童家庭課)

実績値
①高等暇莱訓標促運給付金の和J用件数
12件 (児童家庭課)

②自立支援教育訓練給付金の利用件数
4件 (児童家庭課)

③

課題等
ひとり親家庭への支援については、名称では制度がわかりにくいた
め、周知の仕方などに工夫が必要である。 (児童家庭

a課
) 今後の方向性

棗″司方法等 を工大 しながら今後 も事業を
継統す る。 (児童家庭課 )

課名
児童家庭課 事業評価

(A～ E)
A
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市 基本目標1みんなで支える地域共生社会づくり

瀧策タイトれ

計爾内容

取組状況

企業等から軒附があつた食品を福祉総務課で保管し、緊急に食料ヌ稜を必要とする世帝へ提供を行つた。令和 6年 7月 よ
り、沖縄ファミツーマー トと共同で「ファミマフー ドドライブ」を開始、市民か多くの食品が寄せられるようになった。ま
た、庁内職員向け周知活動として、毎月、職員ポータルヘ記事を掲載しているが、多くの職員から食料提供の協力があつ
た。 (福祉総務課)

実績値

①フードバンク提供世帯 :

246世帯 (延べ)(福祉総務課)
⑫職員向けlttl知 活動 :

織員ポータルヘ毎月記事を掲載 (福祉総
系ヽ誤 )

③市職員等からの吾贈32件 (福祉総務課 )

t4)フ ァミマフー ドドライア新暇食齢総重
量671.8Kg(福 祉総務課)

課題等

ファミマフー ドドライプの開始により、一定程度、食品の安定確保
ができつつあるが、主食である米の確保が難しくなつている (福祉総
務課 ) 今後の方向性

ファミマフードドライブが食品確保の釉
になつているいため、広報啓発の強化を
行い、食料の安定確保につなげる(福祉
総務課)

課名
福祉総務課 事業評価

(A～ E)
A
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市 基本目標1みんなで支える地域共生社会づくり

施策の方向性 (5)子 どもの食囲対策の売案

取組み 1)貧困の違鎖舎断ち切るための色播的な支援

施策タイト′↓

計画内容

①子どもの貸困対鎌支援員の配置及び居名所支援

孝≒彗

`忌

犠魯騒豪き縁曇暑森最奮彗轟轟tl書盪量こ鬱そ曇豊唇雹甚零鷲轟室ぞ禄甍査写逮再言募患号景晉〔醤魯霞癖k
の支援に努めます。

取組状況

こ ど 計4名の配置を継統。茅行雫引百百て丁琴あ孫顧匿面反下
どもの居場所」の実施や、市内のこどもの居場所への運

るこどもの居場所やこども支援団体を集めた「宜野湾市こどもの居場所連絡会」を開催し、個々の居場所の
交換、居場所支援者に対する研修等を実施 (福祉総務課)課題共有

実績値
①こども支援員の配置 :4名 (各中学校
区に 1名ずつ)(福祉総務課)

⑫こどもの居場所連絡会の開催 ;3回
(福祉総務課)

⑨

課題等

市内に新たなこどもの居場所が増え、さらに居場所以外でのフード
パントリー等を行うこども支援団体も増えているため、国や民間の
助成金等の案内に力を入れていく必要がある。 (福祉総務課) 今後の方向性

・こども更緩員 4名 の配置を継続する。
・市内の子どもの居場所等が充実した活
動が出来るよう支援を行 う。 (福祉総務
課)

課 名
子働41L総務課

事業評価
(A～ E)

A

施策タイト′L

計画肉暮

②子どもの層場所等の活動の周知と地域。企業は市民の書画優造

・地域に子ども支援を実施する居場所の活動を周知し、制服等のリユースや食材 。物品の提供、ポランティア等ゝ活動に対
する士亀域、企業、市民等の参画を提進します。

取組状況

・下Fl困のこどもの居場F方の場所や活動を分かりやすくイムえるため、 1ぎのわんこどものいばしょMAP」 を作成し周知蔵爾「
を行つた。
・物資等を寄附いただいた際には寄贈式を行い、積極的に市報や市公式SNS、 新聞等へ掲載してもらうなど広報活動づにカ
を入れた。
・制服式服ヅサイクルプロジェクトについては、学校や自治会へのチラシ掲示、市報、市公式SNS、 職員ポータルヘの掲
示など、様々な媒体を活用し周知を行つた。 (福祉総務課)

実績値
①市内こどもの居場所マンプ作成 (福祉
総務課)

⑫市報 'SNS周 知 く禍祉総務課 ) ③学校や自治会への周知 (福祉総務課)

課題等

こどもの居場所が必要としている支援と、地域・企業 `市民等が提
供できる資源を聞き取り、それぞれマッチングしていくことが必要
である(福祉総務課 )

今後の方向性

居場防の運綺会の五Ittbを 強化し、こども
支援に関心のある地域や企業、市民が活
動に参加できるような取り組みを検討す
る(福祉総務課)

課 名
禍孝止総務課

事業評価
(A～ E)

A

施策タイト′i

計園内容

③自己肯定感じ学方向上に資する取り組みの充実

。生活錮鯛世待などの高校受験を目指す中学生への通塾支援や、ひとり親家庭の子どもへの学習支援ポランティア事業等、
学習のサポートをしていきます。
・ヤングケアラー等の新たな課題への対応方策等についても検討していきます。

取組状況

~且
野湾市子どもの字習・生唐貢援事薬として、中学生への通塾支援を引き続き実施している。年度途中
たものの、関わつた児童は全員高校に合格することができた。次年度は対象世帯と利用者数を拡大して
活困窮世帯の小学生向けの支援として、長期体みの体験教室も実施した。 (福祉総務需果)
・宜野湾市ひとり親家庭子どもの生活・学習支援事業 (沖縄国際大学との協働)の実施。
活動場所 :沖縄国際大学、新城児童センター
ひとり親家庭の中学生に対し、大学生等ボランティアによる学習支援及び居場所 づくりを行う。
学習支援コーディネーターを配置し、支援体制の充実を図つた(児童家庭課)

で退塾する瓦琶が下戸

実施する。また、生

実績値

①通塾ネll用者数 ;

45名 (う ち高校合格率100%)(福祉総務
課)

⑫体験教 :重参刀口者錬 ;廷べ41名 く禍祉総
務課 )

とり親家庭子どもの生活 `

:市内中学生延参加626人
学習支援
(児童家庭

⑨ひ
事業
課)

課題等

通塾は中学生向けの支援となるが、
ていく必要がある。 (福祉総務課)・
新城児童センターから離れた校区の
課)

小学生向けの学習支援も検討し
送迎がないため沖縄国際大学・
児童が利用しにくい(児童家庭 今後の方向性

中学生の通塾支援へのユーズは高いた
め、これを継続 しつつ、小学生向けの学
習支援の方策を検討する。 (福祉総務
課)・ 沖縄国際大学との連携を密にしな
がら事業を継続する(児童家庭課)

課 名
欄イ止総務課・児童寡庭課・指導課

事業E早価
(A～ E)

A

1 1





目標 2:福祉を担う心豊かな人づくり

(市 )





施策タイト′L

計画内容

取組状況

誌スイ耳)正厄来7匿遷争栗として 1硝知症サポーター賽成謡圧」を市民、企業、中学生、学董(雨頭瞑乏弼琢正瑛爾丁巧鴨覇毒顎
~

課)

昂§富ヨぞ写ξF愁身写量言毒暑ど予多壱骨Fヨ芳争|二歩幸≡景車う丞ビ9ケ曇雹縁毒推を魯醤書構二§奎修曇各三F錢

実績値

∪認知圧サポーター養成講座・12回開
催、247人受講 (介護長寿課)

⑫雨内15事業F)すがパネル展参力口(障がい
福祉課)

⑨ペアレントトレーニング講座8名 参カロ
(障がい福祉ヨ課)

リアイーチャーズトレー粽ング講座8名
参加 (障がい福祉課)

課題等

・講座受講者の地域活動とのマッチングや受講者同士の横σ)運覇蔀

「
必要 (介護長寿課)
・広く市民への周知を図るために開催方法や内容について検討する
必要がある。 (障がい福祉課)

今後の万同性 `認知症の普及啓発のために、認知症サ
ポータエ養成講座を推進し、受講後の活
動を見越した事業にするため、サポー

客「Ⅷ 二り組む。 (障がい福祉課)

課名

施策タイト

計画内容

指導課、介護長寿課、障がい福祉課 A

での実践から隼ぷ福祉な触づくり
・地域活動への市民の参画を促進し、支え合いの活動の輸!を広げるとともに、活動を通じて福祉意召貌を高めます。

取組状況

'コ ロす袖甲は、地域での地域課え目を話し合う場である協議体の実施が中断していたが、令和 5年度よりそれまで(7)中学校

轟基課彗講置)1糸霜吾埠屋緩↑星笑義透笹ご写霧藍健襲鴛ザ話彗二協畠粽を臨湛F畢振震だ阜i、奪殻f箸蘇馨赤査諄
(物晏

援の居ナ場所「新城ゆんたくまちやぐわ～」が立ち上がっている
。令和 5年度から上大謝名区で実施の協議体については、高齢者だけでなく地域住民に対する見守りとフードロスの課題に
向けて話し合いを統けており、交流イベント「うえおおじゃなキッチン」を実施した(福祉総務課)
・ふてんま地区で実施している弁当のフードロスと住民見守り

難 携築争
いペイフオワード」については、継統的に実施し

ており、他地区でも実施できないかという声が挙がつている(4

.繕療薇磐僣程議笙琵恣1繋堪島漣慧笹名畢窓護ふ含ザ生臓曇望嘉出再昨穆蓋λ埜縮詫動⊆鍵畠歴懇
(介護長寿課)

実績値

υ協議インドの冥施 ;上大F冴1名 目治会 (票数
中校区)/新城区自治会 (普天間中校
区)(介護長寿課 )

(2) (3)

課題等

・地域課題の抽出や課題解決への取組にあいて今後ま手了〒甑頭蓮下
携の取組が重要と考える。 (障がい福祉課)

今後の万同性 `生活支援体制整備事業において、「お
宝講座」及び第 2層協議体の実施継続
し、地域活動への関心を高め、市民の参
画、文え合い活動の輪を広げる。 (介護
長寿課 )
・今後も継続して取り組む。 (障がい福
祉課)

課名 障がい福祉ユ果、介護長寿課 事業評価
(A― Eう A

市 基本目標2福祉を担う,b豊かな人づくり

基本 目標 2 福祉 を担 う心豊かな人づ くり
施策の方向性 (1)担 い手の育成
取組み    1) 福祉教育の充実
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市 基本目標2福祉を担う,b豊かな人づくり

基本目標 2●福祉を担う心豊かな人づくり

施策の方向性 (1)担 い手の育成
取組み 2) う人材・資源の掘り起こしi育成

施策タイトル

計画内容

①地域の担い手 (キーパエツン)の発掘 a育成

・地域の糧い手 (キエパーゾン)となる人材の発掘及びその育成
いでいきます。   |

を図るとともに、社会福祉協嚇会と連携じ″と敏活動へつな

取組状況

ネ 市民等に地域課題の抽出方法

や活動の仕方、助成金の獲得方法など地域で活動するための手法について学ぶ講座を実施した。 (市民協働課)

実績値 (市民協働課 ) 8名受講済み (市民協働課)

課題等
講座を修了した市民が活動できる場の提供や、終了後のクアに取り

組む必要がある。 (市民協働課)
今後の万同性 し、

の育成に取り組みたい。 民協働課)

言果名 市民協lttJ課
価
，糊Ａ″Ｅ

事
で

A

施策タイト′ι

鮮国内1容

②企業に対する働きかけの実施

t企業による社会貧献活動、SDOsの取り組みの実践といつた好事例について発信を行いぅ企業9地域福祉活帽
'等

への参画を

提進します。
・市に寄せられた企業の社会貢献活電とと、市や地域団体の福祉活動とがマッチングできるようt社会福祉協議会と連携し取
りl簡みます。

それぞれの自治会において、域内の企業への力日入促進に取り組んだ。 (市民協御J課 )取組状況

輿績値 促進のチランの配布 (市民協働課)

課題等
企業に地域活動への参加について周知し、参加した企業が社会貢献
していると実感出来る仕組みをつくる必要がある。 (市民協働課)

今後の方向性
と し

参加 したい。 (市

課名 市民協働課
事業評価
(A― Eう

C
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施策タイトル①民生委員B児童委員の確保・充実

計画内容 を:§ξ魯をζttξ:鷺雲膏;争二ia§§二急ここ£ξgi:曇進轟彗贔自患撞盛を鷺§ξ善簿‖傘毒導宝」て遜Y毯用

取組状況
市 /■ ―ヽムベーシヘ民生委員の府要,lに ついて継続 して掲載行つたく福祉総務課 )

実績値
①令和6年度委嘱 :5名 (福祉総務課) ⑫ ∪

課題等

令和7年度は一斉改選が行われる。改選時に委嘱率が低下しないよう
引き続き担い手を探していく必要がある(福祉総務課) 今後の方向性

耳1報へ民生委員界集の案内を行う。各自
治会長や関係団体へ募集案内を行う(福
祉総務課)

課名 福祉総務課 事業部価
(A～ E) B

施策タイトル

計画内容

②各種養成講座の実施
・各種健康福祉サポー ト人材の活動を充実させるため、養成講座やスキルアップ、リーダーを装成し、地域での活動を支援
します。
・母子保健推進員 (所管課 :健康増進宙果)
。食生活改善推進員 ( ″ )
・健康づくり推進員 ( " )

・弁護支援暴サラチアヂ¬界議量単贔「

まかせて会員、どつちも会員 (こ ども政策課 )

・認知症キャラバン・メイト ( ″ )     等

取組状況

手藍祭ξ

'デ

ア多万嚢騒華箸隼妥要レ多夕争募粂怪袢鰺蔓誰揚福違嘉嘉覇
蕨あて丁死下ごτ硬霧τて厭τttτττ丁翠E下~

`認知症キャラバン・メイト養成講座については県が主催(介護長寿課)
貞冨農粂起輩重籍せ暴甍健期;現鶴

氣幹響夏響範電#臨為t釧螺炭羊倭語冦Ⅲ6誓撃保健推進員定例会のなかで研修会等も取り入れスキルアップを

実績値
①ステップアップ講座 1回・12名受講
(介護長寿課)

⑫健康づくり推進員養成講座 1回 (2
名)(健康増進課)

③母子保健推進員定例会12回 (健康増進
課)

課題等

通いの場において、運営文接ボランティアのユーズが高まっている
ことから、今後「はつらつ元気サポーター養成講座」の再度の立ち
上げを検討する必要があると考えられる(介護長寿課)
。健康づくり推進員の高齢化による活動可能な推進員が限定されて
いる(健康増進課 )
・推進員活動の周知不足 (健康増進課 )
`対象者が高齢者に偏つている(健康増進課) 今後の方向性

・ボランティア養成しても、実際の活動
につなげることを行わないと現実にはつ
ながらないため、事業検討の際にはその
点を意識して事業立てを行 う(介護長寿
課 )
・推進員活動周知を強化することにより
新規委員を増やす (健康増進課)
・子供の頃から、運動の楽しさや必要性
を発信等継続的に取り組み、自主活動
(ウ ォーキング d aFな ど)の拡充②継続
して研修会の企画及び外部研修会への参
加を促す (健康増進課)

課名 こどt〕 政策課、介護長寿課、健康増進課 畢業評価
(A― Eう B

市 基本目標2福祉を担う心豊かな人づくり

2
施策の方向性 (1)

取組み    3)
担い手の育成

民生委員・児童委員や健康サポー ト人材の養成・支援
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施策タイト,L

計国内容

①ボランティアサロンの周知B活用促造

・社会福祉協機会と連携し、ボランティア構線め発信及び紹介を行う拠点機能の充薬及び角知について情報交換に努めま

す。

取組状況
つてい ン

い
イ 1こ て イ

へ の

福祉教育の推進について話 つた

突績値
①ボランティア運営委員会3回出席(福
祉総務課)

② ③

課題等

前 緊がっていない市民をボランティアにつなげる仕組みの検
討が必要(福祉総務課) 今後の方向性

イ

カロ

課名 福祉総務課 (市民協働課)
事業評価
(A～ E)

B

市 基本目標2福祉を担う心豊かな人づくり

基本目標 2‐福祉を担 う心豊かな人づくり

施策の方向性 (2) ボランテイアの育成・活用
取組み    1) ボランティア活動の促進

施策タイト,b

計画内容

取組状況

実績値

①事業終了後に報
交流する場を設定

告会を行い、各団体が
した。 (市民協働課)

②はごろも長寿大学 1ク ール12回  受
講者23人 (介護長寿課)

12

247人受講 (介護長寿課)

④ひとり親家庭子どもの生活・学習支援
事業 :市内中学生延参加人数626人 (児童
家庭課)

課題等

,団体の予算支援他、拠点となる場の整備 (市民協働課)
・はごろも長寿大学を卒業した方と地域づくりの視点から交流を図
りたいが、その機会を作れてない(介護長寿課)
・送迎がないため沖縄国際大学・新城児童センターから離れた校区
の児童が利用しにくい(児童家庭課) 今後の方向性

・今後も継続して取り組む(市民協働課)
・ボランティア養成しても、実際の活動
に繋げないと現実には繋がらない為、事
業検討の際にはその点を意識して事業立
てを行う(介護長寿課)
。沖国大との連携を密にしながら事業を
継続する(児童家庭課)

課名 福祉総務課、市民協働課、産業政策課、児童家庭課、介護長寿課
事業評価
(A～ E)

C
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市 基本目標2福祉を担)b豊かな人づくり

2
施策の方向性 (2)

取組み    2)
ボランティアの育成 H活用

ボランティアコーディネート機能の充実

施策タイトれ

静国内容

①ボランティア関連団体等との連勢強化

・社会福祉協議会にポランティアコーディネーターの配置を継統し、関連課とともに情報交換や活性化に向けた方策筆の検
討・調整を行います。

取組状況
ボランティアコーディネーター(1名 )の配置を継統を

実績値

ィア コー イ

の配置 (福祉総務課) とボランティア運営委員
に彦芥カロ

③

課題等 今後の方向性
引き続き舶置継続 していく (福祉総務貰果)

課名
福祉総務課 (市民協働課、生涯学習課 )

事業評価
(A～ E)

B

施策タイトル③策害ポランティアの体制構築

計画内容  す卦
審が発生した場合に災害ポランティアセンターが設置できるよう、社会福祉協議会と連携し、必要な体制構築を図りま

取組状況
令和 6年度、市と市社協にて設置運営に関する協定を需聴τ〔センダー設置の場所や協力体制等について話を行つた:$覇西
総務課)

実績値
イこ ⑨

課題等
ボランティアセンター設置した場合の費用負担等について、今後詳
細を話し合いしていく必要がある(福祉総務課) 今後の方向性

R7以降は費用負担のほか、設置の流れ等
を話し合い行う(福祉総務課)

課名 福祉総務課 事業gtti価

(A～ E)
C

施策タイトれ

計画内容

④社会福祉法人による地域における公益的な取組の推進
。多様な福祉課題・生活課題へ対応していけるよう、社会格社法人等による地域賞献を推進します。

取組状況

雨仕協が甲心となつて立ち上げた市内社会福祉法人連携連絡会の、4フ十修雲の収 り租みの更披を行つた。 (福祉総務課 )

実績値
の 1 ③

課題等 今後の方向性

引き統き、市内社会福祉法人の公益的な
取り組みの支援を行っていく(福祉総務
課)

課名 福祉総務課 事業評価
(A― E)

A
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目標 3:すべての人にやさしい福祉のまちづくり

(市 )





市 基本目標3すべての人にやさしい福祉のまちづくり

基本目標  3 すべての人にやさしい福祉のまちづ くり
施策の方向性 (1) 包括的な相敵支援 色情報提供体制の強化
取組み    1) 包播的な相酸支援体制の充実

施策タイト,t

計国内容

①相湧{憲口の充実強化

・各蕪 |こおける相談対応職員の遭正置己置を図るとともに、職員研修の計璽森与な実施等により、相畿姑応職員の資質向上に努
めます。

取組状況

。耳1氏榊酸員・

催する消費者委
し、相談員の資
・市内 4か所に

員

質向上
設置さ

るように総合相談を行つている。高齢者の相談窓口に関す
行つた。 (介護長寿課)
。専門の相談対応職員の配置は無いが、窓口対応時におい
るよう他課との情報共有に努め、常に親切、丁寧な説明を
。健康相談事業 :健康診査の結果等から保健指導が必要と

、,F護士ヾ司雰香士を講目中とした狙目の勉颯会を要‐瀬Eするとともに、県が主
らに、消費者庁や国民生活センター、日本消費者協会が主催する研修に参加

― (委託)においても、市民により身近な相談窓口として専門性を発揮でき
卜や市報への掲載等を通じ、市民や関係団体への周知をるアヽ

°
ンアレッ

て必要に応じて他部署へ案内しており、様々なケースに対応でき
行うよう心がけている。 (国民健康保険課 )
された方、また健康に関する相談を希望する方に対し健康相談を

しや栄養に実施。また、特定保健指導事業 :特定健診の結果から保健指導が必要
関する相談、医療機関受診案内を実施。 (健康増進課 健診指導係)
・母子健康相談 (ふたば健康相談):妊娠期から子育て期、思春期、
が対応する (健康増進課すこやか親子係 )

と判断された方を対象に、生活習慣の見直

更年期などにおける相談に、保健師・助産師・栄養士

・相談対応にあたる職員の資質向上のため、保護課内、庁内、庁外関係機関で開催される幅広い研修に積極的に派遣した。
(保護課)
・相談支援事業において各中学校区毎に委託相談員を含め相談員を配置しているが、市民等からの相談支援に対応できるよ
う課内窓口に2名ずつ配置している(障がい福祉課)
・母子・父子自立支援員は実務経験がある者を採用している。また、母子 '父子自立支援員、児童狭養手当担当職員につい
て適時研修を受講するように努めている(児童家庭課)
・女性相談員、家庭相談員ともに専FB資格を持つている者や実務経験がある者を積極的に採用している。また、就業後も各
種研修への参加を奨励している(児童家庭課)
。母子・父子自立支援員は実務経験がある者を採用している(児童家庭課)
・相談支援員、住居確保・就労支援員を配置し、生活困窮者の様々な相談に対応している。支援員は国が定める生活困窮者
自立支援制度の必須研修を計画的に受講するなど、相談対応力の向上に努めている(福社総務課)

実績値

①健康相談事業 (特定保健指導等含む)週
4日 (月 ・火・水・金)146日 実施 (健康増
進課 )

Q2)母子健康相談24回開催 ⑨年間参刀H研修致 (課外れ升修)20講座
(保護課)

⑭年間参加延件数 (課外研修)75名 (保護
課 )

③新規相談件数 :465件
(生活困窮者自立相談支援機関)

⑨市民相談員 。消費生活相談貝勉強会
(司法書士 :1回、弁護士 :1回 )

⑭消費生活相談員研修参力口:4回

課題等

が 、

特
(介

支援
必要
時間

・庁内、市民ともに地域包構更接センターの周知も,饉んでいる
まだ知らない人もいるため、周知活動を継続する必要がある。
に、自治会未加入者について強化の必要があると考えている。
護長寿課)
・生活保護業務は、幅広い知識がないと対象者へ適切に制度や
機関に繁げることができないため、多岐にわたる知識や経験が
であるが、人事異動等で新任が配置された場合に知翻lの習得に
や経験を要することが多い。 (保護課)
・接遇並びに適正な相談支援事業実施のため計画的な支援者研修会
開催に向けて取組んでいきたい。 (障がい福祉課)
。 生活困窮に関する相談のほか、他の福祉制度や福祉制度以外の相
談が寄せられるため、相談員の育成、他部署との連携強化が必要。
(福祉総務課 )

今後の方向性

の

を市報に掲載することで、
認知度アップに取組む (介

護長寿君果)
。上記の取り組みを続けていく(国民健
康保険課)
。保健相談センターの部分改修も検討し
ながら、市民に寄り添つた相談事業を実
施する(健康増進課)
,福祉事務所、町内外で開催される研修
について職員へ周知、参加に努める。ま
た、引き続き、所内研修を計画的に開催
することにより、職員の資質向上に努め
る(保護課)
・今後も継続して取り組んでいく(障が
い福祉課)
・引き続き相談員が自己研鎮できるよう
サポー トを行つていく(児童家庭課)
。相談対応職員の資質向上のため、福祉
事務所や庁内外で開催される研修への積
極的な参加を行う(福祉総務課)

ンターのバンフレッ ト

課名
福祉推進部・健康推進部各課、生活安全課 手莱評価

(A― E)
A
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市 基本目標3すべての人にやさしい福祉のまちづくり

施策タイト,し

計画内容

①包括的な福談支援体制の推進
・地域支え合い活動委員会や各相談支援機関だけで解決できない複合的な個別支援への対応方策を検討するため、「相談支
援包循化推進会議 (仮称)Jの設置を検討し、社会梱祉協議会や地域包括支援センター、企業、自治会等とも協働しながら
必要に応じて協議や調整を行います。
・どこに相談してよいかわからない場合や、どんな相談でも断らずに相談を受け止め支援につなげていくことができるよ
う、各種相談支援機 B母・相″決窓口等 (地域包橋支援センター、地域子育て支機拠点事業、障がい者相談支援事業所、社会福
祉協議会のふれあい相談等)のネットワークの強化を図り、重層的支援体制 (相談・参加支援・地域づくり)の構築に努め
ます。

取組状況

・膏可囚4かP)Tに設置された地頚包猶天破セングー (委耐と,においても、耳〒民により身芝とな相歌窓日として専門性を舜葬でき
るように総合相談を行つている。高齢者の相談窓口に関するアヽ

°
ンフレットや市報への掲載等を通じ、市民や関係団体への周知を

行つた。 (介護長寿課)
。妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩み等に対応する相談支援としてこども家庭センター
にて実施。今後とも関係機関との連携を行う(健康増進課)
,生活保護の相談には複雑化した問題を抱えた世帯が少なくないため、その世帯の状況に応じ庁内外の幅広い担当部署と連
携しながら課題解決に向け支援にあたつている。また、福祉総務課が開催する庁内検討会議へ出席し関係課等との意見交換
等を行った。 (保護課),障がい者支援においては地域の総合相談窓口である基幹相談支援センターをはじめ委託相談支援
事業所等が庁内や各関係機関と連携を図り複合的に課題のある個別支援に取り組んだ (障がい福祉→課)

実績値

①令相6年度から継続冥而 (令本口6年度に
名称変更)(健康増進課 )

② ⑥

課題等

・斤内、市民ともに地域包猫更接センターの周知も,(饉んでいるが、
まだ知らない人もいるため、周知活動を継続する必要がある。特
に、自治会未加入者について強化の必要があると考えている。 (介護
長寿課)
,社会福祉士等の専門職の人材確保に課題がある。 (障がい福祉課)

今後の方向性

課名 福祉推進部・健康推進部各課 事業評価
(A～ E)
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市 基本目標3すべての人にやさしい福祉のまちづくり

い

施策の方向性 (1)包括的な相談支援・情報提供体制の強化
取組み 2)誰 もが必要な情報を入手できる仕組みづくり Hサービスの賞 の 上

施策タイトル①情報提供の充実

計団内容
・必要とする情報がいつでも入手できるよう、行政サービスや地域に関する情報提供の充実を図ります。広報誌・ホーム
ページに掲載する内容の充実をはじめ、マスコミや防災無線、SNS等 を活用し、多様な情報提供に努めます。

取組状況

・市民へ中呂広く周知'情報提供するため、様 な々ツールを活用している。事業の案内や教重了露電爾躍曙硬琵下更〒腎覇蓄〒
の掲載や課内へのパンフレット設置、ホームページ、市公式SNSを通して周知を図つた。 (介護長寿課)

初黒紙篭昂暮舞鍾緒膝足轡蚕ゼ宅子ヽ2。 目そf稀慶談亀奪産比ヽ
窓口で国民健康保獅央の新規加入者へ配布を行い、加えて当
)いて随時広報誌へ掲載している。 (国民健康保険課)

ぺ坐琴た苑畠写著宙碁房翼臭な蔵ご嵐P孝負とぐ驚議夏黒ゑ
=地

域に関する情報提供の充実を図ります。広報誌・ホーム

^議

票禽§覇r暮藍                        
率
海亀島ξ原畿
緒密塀奮集妄夢とをl砕豪Cr諄汎

こついて市報をはじめ市公式SNSや市HPを活用し情報提供の充実
に取組んでいる。 (障がい福祉課)
・市報・ホームページ。sNSを利用してサービスの情報提供に努めている。 (児童家庭課)
。生活困窮者自立支援制度や各種事業について市ホームページで周知を図つた。 (福祉総務課 )

実績値

①百J激発行年 12回 (秘書広報課 ) ⑫願時、頭公式 SNS発 1言 (秘語広報課 ) (3つコニュニティラジオを活用した情報発
信 (FMぎのわん・毎週月轟観15分 )(ぎのわ
んシティFM:月 ～金各5分)(秘書広報課)

④各種制度について市報掲載 (福祉推進
都各課)

⑨ (6D

課題等

・市公式LINEについては、高齢者でも活用している方が多いよう
で、問い合わせが多い傾向にある。今後もSNS等のツールも活用しな
がら周知を行っていく(介護長寿課)
・毎年度「国保ガイ ド」の見直しを行い、制度改正などの点につい
て修正を行う(国民健康保険課)
。市報の掲載スペースの関係上、福祉情報の掲載における紙面の確
録が課題ではあるが、多媒体を活用して充実した情報の発信に努め
たい (秘書広報課)
・ウェプアクセシビジティの向上 (障がい福祉課)
・生活困窮者自身で情報を得ることが困難な場合が想定されるた
め、さまざまな方法で情報を発信する必要がある(福祉総務課)

今後の方向性

。本―ムペーシの情報更新を定期的に行
えるよう係内の体制を検討する。 (介護
長寿課)
。これまでの取り組みを続けていく(国
民健康保険課)
・市報とSNSそれぞれに市民ニーズがあ
ると考えられる。多様な情報を幅広く発
信するため「見やすく伝わりやすい紙面
作りと、SNSを使用した迅速な情報の発
信に努める(秘書広草R課 )
・より市民の目に留まりやすい媒体での
周知を検討 (保護課)
。今後も継続していく(障がい福祉課)
。今後もできるだけ速やかな情報発信に
努める(児童家庭課)
・情報発信の方法を検討していく(福祉
総務課)

課名 福祉推進部・健康推進部各課、秘書広報課 事業評価
(A～ E)

A
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市 基本目標3すべての人にやさしい福祉のまちづくり

施策タイト,ι

計画内容

②情報パリアフリー化の推進

市 る とともに 、 で きる限 りわお りくす 表ヽ現をヤ

ど

成する
を伝え

用

季話通訳者
確保に向

るな

・要
けたる ど

して

、情報のパリア
きます。
に情報発信を行

―化に努めます ま ブと 、
ては、音声・点字による情報提供や、
手話通訳者の不足がみられることから

の英駅化や多言語化対応の売実を図り
ヤ

外国人に対 て も適切し える よ 9 事業 制度の説明 ます

取組状況

は同席していただき対応している。併せて、他ロ

課で配置されている

課)
・生活が困窮してい
と連携し、適切な情

点訳版を、
ジに掲載す
ォントを使

を活用している。 (国
ぎのわんの
ホームペー る市報の読み上
パーサルフ 用し、見やすさ

、外国人世帯ヘの説明に活用している。 (
いる「点訳友
―で作成した

している「点訳友の会
などを実施し、視覚障が
した市報づくりを心掛け

」協力のもと作成し、視覚
い者への雷己慮に努めた。市
ている。市に配属されてい

人向けに広報誌の英訳を行つている。 (秘書広報課 )
る保護のしおりは、130年にひらがな表記やイラストで見やすくする工夫をしている。英語版の保

・毎月市報ぎのわんのデータを提供して社協で活動して

供していただいている。また、点字対応ラベルプリンタ

る外国人の相談に応じれるよう事業・制度を英訳化したしおりを用意するとともに、通宜、市民協働課

報発信、相談紺応を行う(福祉総務課)

命警酸́峰豊録姦格疫壽経宗依増薙祭仔辱おじ芭舟矮
封筒に貼付し対象者へ発送している(障がい福祉課)
。手話通訳者を3名設置し聴覚障がい者に対する庁内窓口等の手話通訳対応を行つている。また聴覚障がい者が日常生活にお

いて手話通訳が必要な場合に手話通
ヨ訳者や要約筆記者の派遣事業も行つている。 (障がい福祉課)

,児童扶養手当については市民協働推進課の国際交流員等の協力により英訳による説明資料を作成している。 (児童家庭

実績値
の

課題等

・介護保険制度が複雑で、また、特にこのような制度がない外国人

には説明が困難 (介護長寿課)
・様々な国籍の外国人に対しての対応が課題 (国民健康保険課)

な票汗糖目客確倹手ちな蕃?荼募蔦好屎嬢吾螺1げど暫泳け電よ絶

忌盗鷺験簿霜畿た写悟諺暉標なF響捧.`無埋蕎蓄露捨筆鍵農在は無
応できていない(保護課)
也倉筆肢存談2旅縞畠莫鋒桑蹂廷膠議寵?暮黎弊とク基蔵揺罵泰巖

〒尊需島ゑ袖鰯 溌琴菱∵磁際には、日常会話よりも高度な語学力
が求められる(福祉総務課)

今後の方向性

。今後も市民に情報が伝えられるよう引
き続き対応を行う(市民安全課 。国民健
康保険課)
,市報に掲載する情報の整理や見やすい

記事づくりによる紙面の確保を行い、よ
り充実した情報の発信に努めるととも
に、SNSに よる迅速かつ効果的な発信を
行つていく(秘書広報課)
,引 き続き、分かりやすい表現での情報
提供に努め、英語以外の言語の保護のし
おり作成を検討する(保護課)
・今後も継続して取り組んでいく(障が
い福祉課)
,現状の対応の対応を継続し、相談ユー
ズに応じて、語学力のある人材確県の検
討を行う(福祉総務課)

課名
福祉推進部・健康推進部各課、

デジタル推進課、秘書広報課、障がい福祉課、市民協働F瀑
事業評価
(A～ E)

B

施策タイトれ

掛回内容

③福祉施設苦情解決委員の周知 e充実
宜野湾甫福れと施設苦情解決委員について、各施設の利用者への周知を図るとともに、より利用

う、意見箱設置や警情解決委員による施設めぐり等の検討、苦情受付体制の確立に努めます。
しやすい制度としていくよ

取組状況

。対象施設に老人福祉センターが含まれているため、福祉施設者情解決委員に地
'或

包橋支援センター長が就任。現在も落人

福祉センターで苦情受付はしているが、老人福祉センター指定管理者と連携しながら苦情受付体制の確立に努める予定。 (介

護長寿課)
,苦情解決委員会を開催し、市の行う福祉サービスに対する苦情対応について委員より意見を伺った (福祉総務課)

実績値
の

課纏等

・開催H寺翔が年度末となり日程調整が厳しかつた、開催時期の見直
しが必要(福祉総務課)

今後の方向性
がら苦情受付体制
める(福祉総務課)

、解決対応にな

課名 福祉総務課、介護長寿課、こども政策課、子育て支援課
事業評価
(A～ E)

C
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施策タイ ト几

浄卜図内容

①重度身体障害者移動支援の推進

・重度身体鮮審者移動支援事業を継続し、車いすを利用している障がい者・高歯争者を対象にリフト付き車両の貸し出しを行
います。
・より多くの方に利用していただけるよう、広報の強化を図ります。

取組状況 宜野湾市社会福祉協議会に委託して実施している。 (障がい福祉課)

実績値 ① ② ③

課題等

和l用者が回疋化されているII貝同がみられる。より多くの万に本ll用 し
てもらうため、広報方法を工夫する必要がある。 (障がい福祉課 )

今後の方向性

・継続 して事業に取 り組んでいく(障が
い福祉ヨ果)

課名 障がい福祉課 畢葉評価
(A― E)

A

施策タイトル

計画典容

②身体障がい者自動車運転免酢取得事業。身体障がい著改造費助威事業の実施

自動車免警の取得や、運転装置取付等の自動車改造に係る費用の一部を助成することにより、障がい者の社会参加と自立促
進を図ります。

取組状況

亘野齋FFl社会福祉協議会に委託して栗餌Eしている。
(対象者)
。運転免許取得事業 :身体障害・療育 ,精神障害者保健福祉手帳の交付を受けており、就労等社会参加のために免許を取得
しようとする者。
・改造費助成事業 :重度身体障害者で上肢・下肢 ,体幹機能障害の身体障害者手帳を所持している者。 (障がい福祉課)

実績値

∪免許取得事業3件
※決定者 7件の内、年度中の免許取得困
難なため取下げ(2件 )、 自主取下げ(1
件)(障がい福祉課)

(2つ改造費助成手莱4件 (暉がい禍祉課 )

③

課題等

改造費助成事業の対象者について、重度障害者以外でも改造を必要
とするケースも考えられるため、対象者の範囲を検討する必要があ
る。 (障がい福祉課 )

今後の方向
性

対象者の範囲の検討も奮め、継続 して軍
業に取 り組んでいく(障がい福祉ヨ

`果
)

課名 障がい福祉課
事業評価
(A～ E)

A

市 基本目標3すべての人にやさしい福祉のまちづくり

施策の方向性 (2)′ くリアフリーのまちづくり

取組み 1)外出・
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市 基本目標3すべての人にやさしい福祉のまちづくり

目 3 べての に しし ま ち くり

施策の方向性 (2)

取組み    2)
バリアフリーのまちづくり

パリアフリーな環境整備の推進

施策タイトル

辞回内容

①沖縄県福祉のまちづくり条例の推進

・ 「沖縄県福社のまちづくり条例」に沿つて、すべての人が積′臨的に社会参加を促進することができるよう、生活環境のバ

ジアフリー化を促進し安全でやさしいまちづくりを推進します。

取組状況
建築物の新築や改修設計を行 う際に「沖縄県福祉のまち
。遺路整備において、歩道の段差解消 (セ ミフラント式 )
轄r歯課Ⅲ

づくり条例」に沿つて設計及び整備を行つている。 (建築課 )
に取り組み、まちづくりや生活環境の安全性を推進に努めた (道路

①赤道老人福祉センター改修工事 (建
築))

② ③

突津直値

課題等

設計段階で周辺交通の需要性・必要性・経済性を検討しながら,饉め
る必要がある(道路整備課) 今後の方向性

・継続して取り組む (建築課)
・検討事項は多くあるが、引き統き取り
組んでいく(遭路整備課)

事業評価
(A～ E)

課 名 建築課、土木課、都市計画課、市街地整備課 A

取組状況

・多くの市民が利用する公共方億設の速,没・改修・整備については、市民や障がい者等の意見を把握し、誰もが使いやすいよ

うに西己慮した乗境整備を進めます。
計画内容

にしている。

(建築ヨ課)

ψ し

施策タイトル②利用者の視点に立つた環境整備の推進

ン
③実績値

課題等

・道毘各維持管理で対応しているが、優先順位と予算との関連がある
ため、時間を要する(道路整備課)

今後の方向性

・継続 して取り組む (建築言用ミ)
。段差解消の取り組みを継続 していく
(道路整備課 )

課名 建築ヨ課、土木課、都市計画課、市街地整備課、施設管理課
事業評価
(A～ E)

A
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市 基本目標3すべての人にやさしい福祉のまちづくり

しt の

施策の方向性 (3)権利擁護の俊組みの充実 (宣野湾市成年後見制度利用促進基本計画)

取組み 1)成 年後見制度の利用促進

施策タイトれ

計画内容

①成年後見制度の普及・利用の促進

・契約等の法律行為をする上で意思決定が困難な認知雄高齢者や知的・精神障がい者の権利や財産を保護し、支援するた
め、成年後見制度の周知や利用促進に取り組みます。
・親族による申立てができない場合、市長申立を行います。また、低所得者に係る成年後見制度の申し立て等に要する経費
(整記手数料、鑑定費デ程)及び後見人等の報醐を助成します。
・成年後見制度の利用促進のため、広報機能、相談機能の他、権不ll擁護支援の1隆域連携ネットワークの中核となる機関 (中
核機関)の設置、及び連携のための協議会の設置に向けた検討を、関係各課・社協・専門職等で議論し体制を整備tます。
また、これらの体制整研とに向けた取り組みにより、後見入支援や受任者調整など後見活動への体制づくりに取り組みます。

取組状況

・後
順書

る報酬助成は従来通り行えた。窓口で成年後見制度バンフレットを自じ布 している。耳J長甲豆については、キ
シー トを作成し、必要な方に迅速に対応出来るよう取り組んでいる。 (介護長寿課)
て制度の普及や利用促進に取組んだ。 (障がい福祉課)
向けて委託予定先となっている社会福祉協議会と方向性を検討し福祉サービス利用援助事業の整理を行つ

と

・中核機関設置に
た (福祉総務課)

実績値
①報酬助成6件 (障がい福社課 ) ② ③

課題等

・高齢化の影響もあり、成年後見人が必要な方は年々増えている
が、担当職員が生活支援体制整備事業と兼務しており、組織体制の

見直しが必要である。
・普及や利用促進に向けて実施体制の構築の取組が必要と思われ
る。 (障がい福祉課)

今後の方向性

・高齢者の権利擁護のためにも、感要な
制度だが、担当職員が生活支援体制整備
事業と兼務しており、組織体制の見直し
が必要である。関係部署での意思統一が
必要である。 (介護長寿課)
。今後も継続して取り組む (障がい福祉
課)
。中核機関設置も含めて、権利擁護支援
センターの在り方について調整を継続す
る(福祉総務課)

課名
介護長寿課、障がい福祉課、福祉総務課 事業評価

(A～ E)
B

地策タイ トル②後見人等の確保に向けた関係機関との連携

計画内容
後見人の成り手が不足していることから、社会福祉士会や弁護士会、司法書士会等との連携に努めます。

法人後見・市民後見について検討を行つていくとともに、市民後見の成り手育成の手法等の研究
,実施に努めます。

取組状況

・晟軍覆瓦天嗣贋あ刺肩硬薙を図る必要があるが、成り手となりうる人材が圧倒的に不足している状況である。市長甲立を

行つても、家庭裁判所による後見人選定までに 2～ 3か月を要している状況である。 (障がい福祉課)
。後見人等の確保に関する調査・研究の取組が不十分であつた。 (障がい福祉課)
・中核機関設置に向けた調整会議を市社会福祉協議会と協議中である(福祉総務課)

実績値 ① ② ③

課題等

・成年後見制度を必要とする方は確実に増加しており、周知が進む

塚E撒腎登懸た岳塗凛ネ象げ冠響募錦島k笞暴森宴露盈落F権
寿ヨ課)
・制度の周知と人材の確保の取組を併行し実施していく必要があ

?静拶認諧芦歌橿催向けて社協と課題を整理し早急にすすめる(福祉
総務課)

今後の方向性

・社会福祉士会や弁護士会への働きかけ
と、後見人についての人材育成も検討す
る必要がある。 (介護長寿課)
・権利擁護部会等を活用し取組んでいき
たい。 (障がい福祉課)
。中核機関設置に向けて委託予定先の社
会福祉協議会と成年後見制度利用促進に
ついて協議を継続 (福祉総務課〉

課名 障がい福祉課、介護長寿課、福祉総務課
事業評価
(A― E)

B
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市 基本目標3すべての人にやさしい福祉のまちづくり

3 て の し

施策の方向性 (3)権利擁護の仕組みの充実 (宜野湾市成年後見制度利用促進基本計画)

取組み 2)福 祉サービス利用援助事業等の充実促進

施策タイトル

計画内容

①福祉サービス利用紙助事業等の普及

・社会福祉協機会と連携し、広報媒体 (広報誌やホームページヘの掲載、窓口へのパンフレット設置等)により福祉サービ
ス利用援助事業普及を図ります。

取組状況

・不土協にて届撤誘やバンフレットで引き続き仄〒I丈を行つた。また県社tT,で冥厠 している同様の事業く日常生活目立支援事業 )
で対応可能な利用者については、社協内で事務整理を行い、県社協予算の活用を図つた。また、市社協において生活支援員
向け研修会を開催 し、権利擁護の担い手となる市民の育成を行つた

実績値
(19件数10件 (県事業38件)(福祉総務
課)

⑫生楢ヌ接員確保 :日楳5条、栗頑 7名

(福祉総務課 )
⑨

課題等

病院等から新規相談が衝せられており、常に待機者がいる状況。日
常生活自立支援事業での対応を進める。また、利用者の高齢化に伴
い、成年後見制度等への移行を要する利用者が出てきている。 今後の方向性

引き続き社協へ委託継続し、福祉サービ
スの利用に支援が必要な方の対応を行
う。また成年後見制度への繁ざが必要な
方について、,直時関係課との連携を行
う。

課名 福祉総務課 事業評価
(A～ E)

B

施策タイトル

計国内容

②「宣野湾市権利擁護支援センターうるる」の充案

,「宜野湾市権利擁護支援センターうるる」について専F日員の確保・充実に努めるとともに、成年後見制度の中核機関とし
ての機能を包含させていく事も含め、機能の拡充や運営のあり方について検討していきます。

取組状況

福祉総務冒タミと仕協で2月 に1回を目安に、利用者状況について確認を行つている。中核機関の設置に向け、市と社協の役割の
確認や社協の専門員配置について話し合い行つた。

実績値
①福祉総務課・社協にて話し合い ⑫ ③

課題等

第
統
四次地域福祉計画に基づいて中核機関設置に向けて話し合いを継
している。役割分担等について話し合いを継続する必要がある。

今後の方向性

今後も継続 して進める。

課名 福祉総務課 事業評価
(A― E)

B
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市 基本目標3すべての人にやさしい福祉のまちづくり

3 て の に じし の

施策の方向性(3)権利擁護の仕組みの充実 (宣野湾市成年後見制度利用促進基本計画)
取組み 3)擁 護を必要としている市民の発見・支援

施策タイ ト′ι

辟国内容

①人権相談等の周知

応落員墨導歳手誓毎
人権意識の啓発を図つていくとともに、人権相談窓口や虐待に対する相談窓目の周知、麿待相談の対

・学校等とも連携し、児童生徒に直接届く啓発方法の実施を検討していきます。

取組状況

実績値

∪人権特設相談会 :2回 (生活安全課 ) ⑫人権教室開催数 :79回 く生活安全課 ) ∪市内中学校にて児童虐待、ヤングケア
ラーに関する掲示を行つた。 (児童家庭
課 )

⑭頼設従事者向けの高齢者慮待防止研修
会 1回 (介護長寿課)

⑬

課題等

・慮待対応の件数は増加しており 内容も
ため対応に苦慮するケースが

複雑になっている。その
(介護長寿課)・ 障がい者
ついても周知及び理解・虐待のみならず人権、差別、

増えている。
合理的配慮に

啓発の取組みが必要である。 (障がヤヽ福祉課) 今後の方向
性

・個別虐待ケースについては、引き続き
地域包括支援センターと連携し、迅速に
対応していく(介護長寿課)
。施設従事者向け研修を年 2回開l継 とし
ていく(介護長寿課)
・今後も継続して取り組んでいく(障が
い福祉課)

課名 生活安全課、児童家庭課、障がい福祉課、介護長寿課 事業評価
(A～ E)

A

施策タイトル②要保護児童対策地域協議会の充実

船国内容  為蕃鐙警塀垂賛箋装弊縁碕盛霊警置琴響事Fる
中で関係機関との連携体制の充実に努めるとともに、継続支援のために、逢

取組状況

子ノJの ヤ だ 週 りに 英 蓮 した 。 I特定姓婦・性の課題」をテーマに据え、性に関
通じ普及啓発に敢り組んだ。
め進行管
機会を設

理会議を年5回開催した。より支援困難なケースは要保護児童相談支
けている。 (児童家庭課)

実績値 ∪ R61固別支毛妥会議  35回 eR6粟務者会議  6回 ③R6進行管理会議  5回

課題等 今後の方向
性

各種会議の持ち方を検討 し参力口者にとっ
てより意義があるものにする(児童家庭
課 )

課名 児童家庭課 事業評価
(A～ E)

A

施策タイト′ι

B十国内容

③高齢者や障がい者への慮待防止対策の充実

めF選慕よ馨奮笠蔓盛霧鍵雲安擦善轟蟹菱愚嘉誤晶基P導房義湾
市高驚缶者慮待防止ネットワーク協鏃会の定夕綴開催をはじ
騒において、関係機関との連携体制の強化・情報の共有を図る

とともに、対応策の検討・実施を図ります。

取組状況 ξ蜜岳暦愚竪屏鼻蔦島島弟盛髯島整鬱最霧姦尋ξ:籍璽書握卍奮諄誓露竪猛雪ど魯椿唇詈露
g暑選岳密岳移蟹彗豊篭権

・虐待の発生・通報事例について、通報があつたときは障がい者虐待マニュアルにのっとってコア会議を開催し組織的に取
り組んでいる(障がい福祉課)

突績値
①施設従事者向けの高齢者虐待防止
研修会 1回 (介護長寿課 )

② ③

課題等

・眉符対応の件数は増加 しており、内容も複雑になっている。その
ため対応に苦慮するケースが増えている。 (介護長寿課)
。障がい者虐待の防止のみならず早期発見の視点から事業所及び市
民に対して虐待における通報義務、相談窓口、制度の周知等継続し
た取組みが必要である。 (障がい福祉課)

今後の方向
性

・個別虐待ケースについては、引き続き
地域包括支援センターと連携し、迅速に
対応していく。
・施設従事者向け研修を年 2回開催とし
ていく。 (介護長寿課 )
。今後も継続して取り組んでいく(障が
い福祉課)

課名 介護長寿課、障害福祉課 事業評価
(A～ E)

A



市 基本目標3すべての人にやさしい福祉のまちづくり

施策タイトル④DV根鋏体制の売案
・DV(阻偶者等からの暴力)等の防止や被答を支援を図るため、児童家庭課に設置されている女性相談窓口

計画白春 亨欝露で滓涎索丁1夕置夢裡驚譲≒P爵銀暮馨み轟甍
。
.対応に向けた庁内連携を図ります。

や宜野湾甫人材

取組状況

庸璃爾繭雨鶏勝界万戸ゼ醐露爾万夏蔀現瓢諏印國朝麗顧珠護て自立支援を行つています。

実績値

課題等
て

ある。
今後の方向
性

い

課名 児童家庭課、市民協働課
甲菜評価
rA― EⅢ

A
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